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東京電力株式会社原子力発電所
事故による風評被害に対する
賠償の完全実施を求める要請書

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災に伴

う東京電力株式会社原子力発電所事故（以下「原発事

故」という。）により放出された放射性物質は、岩手

県及び宮城県（以下「両県」という。）において、農

林水産物の価格低下や観光客の減少による減収、検査

費用の負担増加等の風評被害を招き、両県産業に広範

にわたって深刻な影響を及ぼした。

さらに、平成２４年４月の食品衛生法改正による食

品中の放射性物質の基準値の厳格化以降、出荷制限指

示等が相次ぎ、風評被害は収束するどころか拡大の様

相を呈しているため、震災からの復興を目指す両県に

とって大きな障害となっている。

これらの風評被害に係る損害について、貴社は原発

事故の原因者として一義的に賠償責任を負うものであ

り、速やかに賠償を行う責務がある。

しかしながら、農林水産業等において多大な損害を

被った生産者や事業者に対し、原発事故との相当因果

関係の個別立証に過大な負担を強いたり、原子力損害

賠償紛争審査会が定めた東京電力株式会社福島第一、

第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定

等に関する中間指針（以下「中間指針」という。）に明示
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のないことを理由に賠償に応じようとしない等の貴社の

姿勢に、被害者は強い憤りを感じている。

このため、両県では風評被害の実態について調査等

を重ねて来たが、農林水産業や観光業を始めとした幅

広い産業分野で風評被害が生じており、深刻な影響が

及んでいることが改めて明らかになった。

これまで貴社は、中間指針に従い対応する旨の説明

をして来ているが、中間指針では「東京電力株式会社

に対しては、中間指針で明記された損害についてはも

ちろん、明記されなかった原子力損害も含め、多数の

被害者への賠償が可能となるような体制を早急に整え

た上で、迅速、公平かつ適正な賠償を行うことを期待

する」と貴社が負うべき社会的責任についても明記さ

れているところである。

貴社においては、原発事故の原因者としてその責任

を自覚した上で、被害の実態を認識し、被害者の立場

に立って損害賠償に取り組み社会的責任を十分に果た

すよう強く要請する。
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１ 中間指針は、「原発事故が収束せず、被害の

拡大が見られる状況下、一定の類型化が可能な

損害項目やその範囲等を示したもの」であり、

損害賠償の範囲を制限するものではないことか

ら、中間指針に明記されない損害の賠償に関す

るこれまでの消極的な姿勢を改め、被害者への

賠償に誠意をもって取り組むこと。

２ 両県において発生している風評被害の実態を

改めてしっかりと認識し、すべての風評被害に

ついて、損害賠償の対象として認め、十分で確

実な賠償を迅速に行うこと。

３ 風評被害により生産活動や事業活動に支

障を来たした生産者や事業者が、その活動

を再開・継続するために必要となった経費

についても、広く損害賠償の対象とするこ

と。


